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フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 第７回 「連結会計」   
（ ※ 連結会計に関する全ての論点を取り扱っているわけではありません。） 

（１）①自己の計算に
おいて議決権の過半

数を所有している
か？ 

（１）②（ⅲ）／（１）③（ⅱ） 

重要な財務及び営業又は事業

の方針の決定を支配する契約

等が存在するか？ 

（１）③自己の計算において議

決権の40％未満の所有で、緊

密な者及び同意している者が所

有している議決権と合計して、

議決権の過半数を占めている

か？ 

（１）②（ⅳ）／（１）③（ⅲ） 

資金調達額の50％超について

融資を行っているか？ 

（１）②（ⅴ）／（１）③（ⅳ） 
その他、意思決定機関を支配し
ていることが推測される事実が
存在するか？ 
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（１）更生会社、破産会社その他
これらに準ずる企業であって、
かつ、有効な支配従属関係が
存在しないと認められるか？ NO 

YES 

（１）②（ⅰ）緊密な者、同意して

いる者の議決権と合計して、議

決権の過半数を占めている

か？ 

（１）②（ⅱ）／（１）③（ⅰ） 
役員等であった者で、財務及び
営業又は事業の方針の決定に
関して影響を与えることが出来
る者が、取締役会の構成員の
過半数を占めているか？ 

（１）②自己の計算において議

決権の40％以上、50％以下を

所有しているか？ 

非連結子会社に該当 連結子会社に該当 

YES 

YES 

YES 

NO 

NO 

NO 

（２）③資産、売上高、利益、利益剰
余金を考慮して、連結の範囲から除
いても企業集団の財政状態、経営
成績及びキャッシュ・フローの状況
に関する合理的な判断を妨げない
程度に重要性の乏しい子会社か？ 

（２）②上記（２）①以外の企業で
あって、連結することにより利害
関係者の判断を著しく誤らせる
おそれのある子会社か？ 

（２）①支配が一時的であると認

められる子会社か？ 



フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 第７回 「連結会計」   
（ ※ 連結会計に関する全ての論点を取り扱っているわけではありません。） 
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連結決算日と連結子会社決算
日は一致しているか？ 

特段の検討は不要 

YES 

連結決算日と連結子会社の決
算日の差異が３ヵ月を超えない
か？ 

（１）連結子会社の決算日における財務諸表を用いて連結することができる。 

（２）連結子会社は連結決算日における正規の決算に
準ずる合理的な手続によって仮決算を行う（相当の理
由がある場合、連結決算日から３ヶ月を超えない範囲
の一定の日を仮決算日とすることができる）。 

NO 

YES（３ヵ月を超えない） 

NO（３ヵ月を超える） 

（１）原則、会計方針を統一する。                                               

（１）親会社と連結子会社で会計
方針は異なるか？ 

（２）勘定科目を統一する。                                               

（３）連結決算日と連結子会社
の決算日（仮決算日）は異なる
か？ 

（２）親会社と連結子会社で勘定
科目は異なるか？ 

YES 

NO 

（３）必要な調整を行う。                                              

（３）連結会社間の取引の重要
な不一致及び連結子会社と連
結会社以外の会社との取引・債
権・債務等に係る重要な変動が
あるか？ 

YES 

NO 

特段の検討不要                                              

NO 

YES 

NO 

YES 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

在外子会社の換算を行う。 

項目 為替相場 

資産・負債 決算時の為替相場 

純資産 

株式取得時の純資産項目 株式取得時の為替相場 

株式取得後に発生した純資産項目 発生時の為替相場 

支払配当金 配当決議日の為替相場 

収益・費用 原則：期中平均相場 

容認：決算時の為替相場 

なお、親会社との取引による収益及び費用の換算については、親

会社が換算に用いる為替相場で換算する。この場合に生じる期中

平均相場（決算時の為替相場）と親会社が換算に用いる為替相場

の換算差額は当期の「為替差損益」として処理する。 

 

親会社及び連結子会社の財務諸表を単純合算する。                                               


